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令和３年度 第７回太宰府市地域福祉推委員会 議事録（要約） 

 

○日時 令和 4年 3月 9日（水） 18時 30分～19時 30分 

 

○場所 市役所 3階庁議室 

 

○出席者 

太宰府市地域福祉推進委員会委員（出席 10名、欠席 2名） 

太宰府市（健康福祉部長、福祉課長、福祉政策係長、福祉政策係員） 

 

○傍聴者 1名 

 

○協議事項 議題１ パブリック・コメントの結果について 

   議題 2 計画案の最終承認 

   議題 3 答申について 

 

○内容 

■開会 

 

■傍聴人ありの報告 

 

■資料確認 

 

■議事 

「太宰府市地域福祉推進委員会規則」第６条に基づき、議事進行を会長が行う。 

 

議題１「パブリック・コメントの結果について」 

 

事務局） 

パブリック・コメントの結果を説明 

※資料 15 第四次太宰府市地域福祉計画のパブリック・コメント結果 

 

質疑 

Ａ委員） 

 意見 11番について、当事者の意見がどう反映されているのかを気にしての意見だと思います。 

回答案にはアンケートでの意見の反映だけでなく、各個別計画の策定委員会で、当事者団体や一般

公募委員から意見をもらっているという点を加えるとよいのではないかと思いました。 

 

事務局） 

ありがとうございます。修正を検討します。 
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Ｂ委員） 

 地域コミュニティ課や都市計画課に関係する意見がありましたが、それらの意見は関係課に伝えて

いただけますか。 

 

事務局） 

はい。担当部署には伝えています。 

 

議題２「計画案の最終承認」 

 

事務局） 

第四次太宰府市地域福祉計画素案修正箇所を説明 

※資料 11-5 第四次太宰府市地域福祉計画（素案）（3月 9日 第 7回委員会） 

 

質疑 

なし 

 

会長） 

質疑が特にありませんので、この素案を市長へ答申してよろしいでしょうか。 

 

（一同、異議なし） 

 

会長） 

 それではこの素案を市長へ答申したいと思います。 

 

 

議題３「答申について」 

 

事務局） 

答申案の概要を説明 

※資料 16 第四次太宰府市地域福祉計画について（答申）案 

 

質疑 

Ｃ委員） 

 答申で添付する素案の表紙には、「素案」と記載するのですか。 

資料 16の答申案には計画「素案」と書かれていませんが、資料 11-5の表紙には「素案」と記載さ

れています。答申を出した後に市長が計画書として正式に発行するのであれば、「素案」として出して

よいのでしょうか。 

 

事務局） 
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 ご指摘の通りです。委員会の「案」ということで市長に答申することになります。市長として決定

し、市として計画書を策定する段階で「案」が取れます。 

 

Ｃ委員） 

ということは資料 16の答申書の表題に「素案」を入れることになるのですか。 

 

事務局） 

 「案」と入れることになります。 

 

Ｂ委員） 

 資料 11-5の素案の表紙も「素案」から「案」に変更するのですか。 

 

事務局） 

 はい。変更します。 

 

Ｃ委員） 

 「案」として答申に出すということですね。 

 

事務局） 

 はい。 

 

Ｃ委員） 

 わかりました。 

 それでは、答申案の内容についてですが、現状と課題、要望の 3本柱でまとめてあってわかりやす

いと思います。 

1ページ目の下から 5行目に、「福祉サービス事業者、社会福祉協議会、行政等が協働して」と書か

れています。一方、地域福祉計画はすべて「地域が取り組むこと」「事業所や社協が取り組むこと」「行

政が取り組むこと」という形でまとめられています。したがって、「福祉サービス事業者」の前に「地

域住民」や「地域」を入れたほうがいいと思います。 

 また、「福祉サービス事業者」と書いてありますが、その後のページには「事業所」と書かれていま

す。統一されていないのが気になりました。 

 

Ｄ委員） 

 地域福祉計画の冒頭には、社会福祉法第 4条第 2項と第 6条に基づく 4者連携が記載されています。

しかし、答申案に書いてあるのは「福祉サービス事業者、社会福祉協議会」、つまり社会福祉事業を経

営する者と行政の 2者のみです。残りの 2者である「地域住民」と、ボランティアや福祉委員、民生

委員などの「社会福祉に関する活動を行う者」が抜けています。「協働して複合的な課題の解決」と続

いていることからも、4者をすべて記載したほうがよいのではないでしょうか。 

 

事務局） 
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 わかりました。地域福祉計画に合わせて表現を変えたいと思います。「住民、社会福祉事業者、社会

福祉活動を行う人、行政」に修正します。 

 

Ｅ委員） 

 「3 日ごろからつながる」の 1行目に「地域で安心して暮らすために、地域のつながりが肝要であ

る」とありますが、「地域と地域のつながり」ではなく「住民と地域のつながり」のことを言っている

のですか。「住民と地域のつながり」のことを言うのであれば、「と」を入れて、「地域とのつながりが

肝要である」のほうがわかりやすいと思います。 

答申案の表現では、「地域と地域のつながり」とも「住民と地域のつながり」ともとらえられる可能

性があります。 

 

事務局） 

 表現を修正させていただきます。 

 

■その他 

 3月 17日（木）に市長への答申を行う予定 

 3月末に策定予定 

 

終了 


